特　記　仕　様　書

委託業務名：排水施設浚渫作業（峰ヶ堂第二公園他）
履行場所：峰ヶ堂第二公園他　京都市西京区御陵峰ヶ堂町二丁目１５他
履行期間：契約日の翌日から令和８年１月１６日まで

（適　　　用）

第１条　本特記仕様書は、京都市が委託する上記業務（以下「委託業務」という。）に適用する。
（委託業務の遂行）

第２条　委託業務は、本市担当者の指示、本特記仕様書等に基づき遂行しなければならない。

（委託業務内容）

第３条　本委託業務は、本市建設局が管理する側溝、排水路、河川、排水管渠等に堆積している汚泥（以下「汚泥」という。）を、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃掃法」という。）及び関係法令に従い、側溝清掃車等により収集し、第12条に示す本市の指定する受入場所まで、許可された車両で適正に運搬するものである。

（予定数量）

第４条　本委託業務における収集運搬により排出される汚泥の予定数量は以下のとおりである。
２.０ｍ３
（再委託等の禁止）

第５条　本委託業務の受託人（以下、「受託人」という）は、第３条「委託業務内容」で定義する業務の全部又は一部を第三者に、下請けまたは委託してはならない。
（資格の確認）

第６条　受託人は、廃掃法第14条第１項に規定する許可（ただし、産業廃棄物収集運搬業許可証（以下「収集運搬の許可証」という。）に記載されている「事業の範囲」に「汚泥」が含まれていなければならない。）を、本市または京都府から受けている必要があるが、その確認のために、契約に先立って、収集運搬の許可証の写し及び「受託人記入欄(様式－１)」を記入したものを本市担当者に提出すること。

（報告・提出書類）

第７条　本委託業務において、汚泥が適切に収集運搬されていることを証明するため、本市担当課が交付した産業廃棄物管理票（マニフェスト）に、必要事項を記入・押印したうえで、本市が指定する処分業者へ回付すること。また、排出事業者に返却しなければならないもの（マニフェストＢ２票）については、本市担当者へ提出すること。
（現場の常駐）

第８条　受託人又は受託人が契約の履行に関する一切の事項を処理する権限を委任したもの（以下「現場代理人」という。）は、現場に常駐し、委託業務に関する一切の事項を処理しなければならない。

（前払金及び中間金）

第９条　前払金及び中間金の請求は、認めないものとする。

（委託業務の範囲）

第10条　委託業務の範囲は、仕様書及び本市担当者の指示によるものとする。

（履行期間）

第11条　履行期間は、契約書に明記する。

　　２　本市が特に指示する災害、その他緊急を要するものにあっては、祝祭日、休日、年末年始及び夜間においても作業を行わなければならない。

（建設副産物の適正処理）

第12条　受託人は、廃掃法等の関係法令を遵守し、収集運搬により発生する汚泥を、次表に示す施設に適正に運搬すること。
	
	 　

建設副産物


	受　入　場　所


	備　考
	

	
	汚 泥

(※1)
	廃掃法第１４条第６項の許可を受けた施設

　　京都市伏見区深草神明講谷町
	・契約運搬距離　Ｌ＝14.5km
・受託人は、受入場所への搬出のみを行い、処分は行わない。
	


(※1)　収集運搬において収集する汚泥。受入場所の詳細については、契約後、本市担当者から別途指示する。受託人は、本市担当者が指示する受入場所に搬出することとし、受入場所の変更は認めない。
２　汚泥の性状に変更があった場合には、その内容及び程度を、書面をもって速やかに報告すること。

（処理されない産業廃棄物の取扱い）

第13条　本委託業務契約を解除した場合、収集運搬の完了していない汚泥については、本市担当者と協議の上、誠意ある対応を行うこと。

（委託業務の完了報告）

第14条　受託人は、委託業務の完了後、土木みどり事務所長又は担当課の長に、次の書類を提出し、委託業務の完了報告をしなければならない。

(1)業務完了報告書 ・・・・・・・・・・１部（様式－２）
(2)委託業務記録写真帳
（以下「記録写真」という。）・・・・・１式（様式－３）
（委託業務の記録写真）

第15条　受託人は、委託業務の状況及び成果を明らかにするため、次の写真を提出しなければならない。

　　　(1) 同一地点から撮影した委託業務着手前及び委託業務完成後の全景写真を各１葉

　　　(2) 委託業務の過程を撮影した写真を１葉以上

　　　　なお、特に必要のある場合、本市が別に指示する写真を提出しなければならない。

　　
（委託業務の現場管理）

第16条　受託人は、委託業務中、常に最善の現場管理を行い、委託業務に関する一切の事項を処理しなければならない。

　　２　委託業務現場に水路管理施設又は水利権者の管理施設等がある場合、当該施設の管理者と協議の後、委託業務に着手しなければならない。また、委託業務の完了後、第14条に規定する完了報告をする前に、当該施設の管理者の承認を得なければならない。

　　３　汚泥は、適切に収集運搬しなければならない。また、その際、道路等を汚損した場合は、洗浄等の必要な処置をとらなければならない。

（第三者に及ぼした損害）

第17条　受託人は、委託業務の遂行に当たり、善良な管理者としての注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を及ぼしたときは、その一切の責任を負担しなければならない。

（交通の安全確保）

第18条　受託人は、委託業務の遂行に当たり、側溝清掃車等により道路の一部を狭める場合は、「土木請負工事必携」の「道路工事現場における標示施設等の設置基準」及び「道路工事保安施設設置基準」等を参考に保安施設や交通誘導警備員等を配置し、現場の安全管理の確保に努めなければならない。

　　　　２　道路を通行止めする場合においても、歩行者が安全に通行できるよう、幅１．０ｍ以上（特に、歩行者の多い箇所においては１．５ｍ以上。）の通路を確保し、歩行に危険のないよう処置しなければならない。

（履行の確認）

第19条　本市が受託人から委託業務の完了報告を受けたとき、本市担当者は、委託業務の履行を確認する。
　　

（雑　　　則）

第20条　この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、本市及び受託人が別に協議する。
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